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福祉サービスにおける苦情解決



 

 

第三者委員の皆様へ 

 

 

運営適正化委員会は、福祉サービスの利用者からの苦情・相談を受け付け、

事業者と利用者との間に立ち、より良い福祉サービスの利用や提供が行われる

ことを目的に、調査や助言及び利用者と事業者・第三者委員の話し合いの勧め

等を行っています。 

 

鳥取県福祉サービス運営適正化委員会では、平成１２年の設置以来、９６０件

（平成３１年２月末累計）もの苦情や相談を受け付けてきました。 

 

その中から見えてくることは、『利用者（支援される人）は、事業者（支援す

る人）には直接、苦情が言いにくい状況にある』ということです。 

介護保険制度の導入から、福祉サービスの利用は、利用者と事業者が対等であ

る契約になりましたが、利用者が事業者に要望や苦情などを言い出しにくいの

では、両者の立場が対等になっているとは言えません。 

また、利用者が事業者に思いを伝えても、「支援する側」の一方的な説明では

利用者が納得できなかったり、当事者同士の話し合いで感情的になってしまっ

たりする場合もあります。 

 

そのような時、事業者ではなく苦情解決のための「第三者委員」が中立の立場

で苦情・要望を受けとめ、解決への方法を探る役割として、その活動が期待され

ています。 

このハンドブックは、事業者における苦情解決の意味や仕組みなどを知って

いただくとともに、第三者委員の皆様の役割や活動について説明しています。 

 

第三者委員の皆様には、このハンドブックを御活用いただき、「施設・事業所

に足を運んでみよう！」と思っていただければ幸いです。 

 

平成３１年３月 

 

 

             鳥取県福祉サービス運営適正化委員会 
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【 １ 】第三者委員とは
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■社会福祉法第82条（社会福祉事業の経営者による苦情の解決）
　 「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、
利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」

→ 事業者段階の苦情解決の責務の明確化

■社会福祉法第83条（運営適正化委員会）
　 「都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を
確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解
決するため、都道府県社会福祉協議会に（中略）運営適正化委員会を置く
ものとする。」

→ 都道府県段階での苦情解決

■社会福祉法第85条（運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等）
　 「運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出が
あったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係
る事情を調査するものとする。」

福祉サービスの苦情解決に関する規定
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　 「運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービス
を提供した者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。」

→ 運営適正化委員会の調査とあっせんによる苦情解決

■厚生省通知「児童福祉施設最低基準等（児童福祉施設最低基準、養護老人
ホームの設置及び運営に関する基準、知的障害者援護施設の設置及び運営
に関する基準、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準、精
神障害者社会復帰施設の設置及び運営に関する基準）の一部を改正する省
令の施行について」

（平成12年８月22日　厚生省令第112号、障第615号、老発第598号、児発第707号）

→　介護保険事業に加え、福祉施設の「最低基準」として苦情の適切
な対応の体制づくりの義務付け

■厚生労働省通知「社会福祉事業経営者による福祉サービスに関する苦情解
決の仕組みの指針について」

（平成29年３月７日一部改正　雇児発0307第１号、社援発0307第６号、老発0307第42号）

　「１　苦情解決の仕組みの目的
○　自ら提供するサービスから生じた苦情について、自ら適切な対応を行
うことは、社会福祉事業の経営者の重要な責務である。

○　このような認識に立てば、苦情への適切な対応は、自ら提供する福祉
サービスの検証・改善や利用者の満足感の向上、虐待防止・権利擁護の
取組の強化など、福祉サービスの質の向上に寄与するものであり、こう
した対応の積み重ねが社会福祉事業を経営する者の社会的信頼性の向上
にもつながる。

○　苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った
方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信
頼や適正性の確保を図ることが重要である。」

→　事業者段階での苦情解決の仕組みづくりに取り組む際の指針。
　　その目的及び「苦情受付担当者」「苦情解決責任者」「第三者委員」

の設置を明示
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　国の指針（平成 29 年３月７日付改定）では、福祉サービスを提供する者に対
して、苦情解決の体制として、次の３つを設置することを求めています。
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→　苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な
対応を推進する

　それぞれの施設・事業所や法人ごとに設置することが好ましいですが、苦情解
決の実効性が確保され、客観性が増すのであれば、複数事業所や複数法人が共同
で設置することができます。
　例えば、市町村単位や郡域で複数事業所や複数法人が共同設置することも考え
られます。
　また、第三者委員という名称が利用者等にとって馴染みにくい場合は、「苦情解
決委員」「ふれあい相談員」等の名称を用いられても構いません。

　第三者委員は、個々に職務にあたることを原則としていますが、効果的な苦情
相談対応の観点等から、委員相互に情報交換等の連携が重要になります。
　また、委員間の連絡調整や学習の場を積極的にもつことが必要です。
　このため、第三者委員からなる「苦情解決委員会」を設置し、解決困難なケー
スについて「合議」により解決を図る活動方法も考えられます。
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鳥取

　このため、苦情受付担当者は、苦情の受付から解決・改善に至るまでの経過や
申出人との話し合いの内容など、細部にわたってありのままに記録し整理をして
おくことが大切です。
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限

或
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Ｐ21 用 

 

 

外部の苦情解決機関 

 

介護保険サービスに関する苦情  各市町村の担当窓口 又は 

                鳥取県国民健康保険団体連合会 

                ＴＥＬ（0857）20-2100 

福祉サービスに関する苦情    鳥取県福祉サービス運営適正化委員会 

                ＴＥＬ（0857）59-6335 

 

 

 

Ｐ21 用 

 

 

外部の苦情解決機関 

 

介護保険サービスに関する苦情  各市町村の担当窓口 又は 

                鳥取県国民健康保険団体連合会 

                ＴＥＬ（0857）20-2100 

福祉サービスに関する苦情    鳥取県福祉サービス運営適正化委員会 

                ＴＥＬ（0857）59-6335 
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また、可能な範囲で利用体験をし、実際にサービスの内容を肌で感じることも有効です。

第三者委員がひとつの事業所の状況しか知らないと有効な苦情解決策を見出せない揚合
もあります。
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2001
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《参考》　第三者委員施設訪問活動確認シート（例）

分野 番号 項目 チェック欄

Ⅰ　利用者 １ 利用者からの申し出（苦情や要望など）はありましたか？

２ 利用者の表情や精神状態の安定度について気になることはありましたか？

３ 直接の意思表示はないが、日常生活の場面や行事、レクリエーションの様子など
から、利用者が感じていると思うようなことはありましたか？

Ⅱ　家族 ４ 施設に来られている家族からの申し出(苦情や要望など)はありましたか？

５ 家族が気軽に面会等ができるような雰囲気について気づいたことはありました
か？

Ⅲ　職員 ６ 利用者に対する言葉遣いや態度について気づいたことはありましたか？

７ 利用者に対して、敬いの態度や誠意ある対応（表情や口調・声の大きさ・目線な
ど）について気づいたことはありましたか？

８ 利用者一人ひとりに合わせた援助ができていましたか、できていなかったです
か？

９ 利用者の意思を最大限に尊重する努力ができていましたか、できていなかったで
すか？

10 利用者のプライバシーや羞恥心など人権に配慮した援助ができていましたか、で
きていなかったですか？

11 職員の身だしなみについて気づいたことはありましたか？

12 職員の来所されている方(家族を含む)への対応について気になることはありまし
たか？

13 職員間のチームワークの連携について気づいたことはありましたか？

14 職員の身体的・精神的な負担や業務内容、職員配置や勤務体制等について気づい
たことはありましたか？

Ⅳ　生活環境 15 生活環境について、全体的な雰囲気で気づいたことはありましたか？

16 利用者が生活している場所の明るさについて気づいたことはありましたか？

17 利用者が生活する上で気になる臭いや衛生面の問題はありましたか？

18 利用者が生活する上で気になるような音はありましたか？

19 利用者が生活する上で気になるような障害物はありましたか？

20 室温や湿度について気になることはありましたか？

21 利用者が生活する上で備品・設備・建物について気になることはありましたか？

22 利用者の生活の安全を脅かすと考えられるようなもの・場面はありましたか？
Ⅴ　施設全体・
　　その他 23 職員が行う介護・援助サービス全般について何か気になることはありましたか？

24 その他何か気づいたことはありましたか？
チェック項目の 
具体的内容
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Ｐ２７用 

 

 

 

 

 

 

 

いきなり「苦情があったから対応して欲しい。」と言われても、 

なかなか、対応は難しいものです。 

 

実際に起こった苦情の種類・内容は、下表のように分類されます。 

 

区   分 内    容 

職員の接遇 
職員の対応や言葉遣いが悪い 

身だしなみが悪い 

サービスの質や量 
食事の内容が悪い 

居室の環境が悪い 

説明・情報提供 説明なくサービス内容が変更された 

重要事項説明や契約書と実際のサービスが違っていた 

利 用 料         
不当な自己負担を求められた 

自己負担額の内容が説明されていない 

被害・損害 
預かり金など金銭のトラブルがあった 

所有物がなくなった、破損した、転倒・ケガ・あざ・やけど 

権 利 侵 害 
暴力や虐待を受けた 

プライバシーを侵害された 

そ の 他 
制度に関すること 

上記に当てはまらない事項 

 

（イラスト・・掲載略） 

 

                        これらの苦情対応事例については、 

                鳥取県福祉サービス運営適正化委員会が発行した 

「苦情対応事例集」（平成２９年２月）に掲載してありますので、 

御活用いただけたら幸いです。 

 

Ｐ２７用 

 

 

 

 

 

 

 

いきなり「苦情があったから対応して欲しい。」と言われても、 

なかなか、対応は難しいものです。 

 

実際に起こった苦情の種類・内容は、下表のように分類されます。 

 

区   分 内    容 

職員の接遇 
職員の対応や言葉遣いが悪い 

身だしなみが悪い 

サービスの質や量 
食事の内容が悪い 

居室の環境が悪い 

説明・情報提供 説明なくサービス内容が変更された 

重要事項説明や契約書と実際のサービスが違っていた 

利 用 料         
不当な自己負担を求められた 

自己負担額の内容が説明されていない 

被害・損害 
預かり金など金銭のトラブルがあった 

所有物がなくなった、破損した、転倒・ケガ・あざ・やけど 

権 利 侵 害 
暴力や虐待を受けた 

プライバシーを侵害された 

そ の 他 
制度に関すること 

上記に当てはまらない事項 

 

（イラスト・・掲載略） 

 

                        これらの苦情対応事例については、 

                鳥取県福祉サービス運営適正化委員会が発行した 

「苦情対応事例集」（平成２９年２月）に掲載してありますので、 

御活用いただけたら幸いです。 

 

Ｐ２７用 

 

 

 

 

 

 

 

いきなり「苦情があったから対応して欲しい。」と言われても、 

なかなか、対応は難しいものです。 

 

実際に起こった苦情の種類・内容は、下表のように分類されます。 

 

区   分 内    容 

職員の接遇 
職員の対応や言葉遣いが悪い 

身だしなみが悪い 

サービスの質や量 
食事の内容が悪い 

居室の環境が悪い 

説明・情報提供 説明なくサービス内容が変更された 

重要事項説明や契約書と実際のサービスが違っていた 

利 用 料         
不当な自己負担を求められた 

自己負担額の内容が説明されていない 

被害・損害 
預かり金など金銭のトラブルがあった 

所有物がなくなった、破損した、転倒・ケガ・あざ・やけど 

権 利 侵 害 
暴力や虐待を受けた 

プライバシーを侵害された 

そ の 他 
制度に関すること 

上記に当てはまらない事項 

 

（イラスト・・掲載略） 

 

                        これらの苦情対応事例については、 

                鳥取県福祉サービス運営適正化委員会が発行した 

「苦情対応事例集」（平成２９年２月）に掲載してありますので、 

御活用いただけたら幸いです。 
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社会福祉法 (抜粋) 

（昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号、 平成十二年六月七日・改称） 

第八章 福祉サービスの適切な利用  

  第二節 福祉サービスの利用の援助等  

（社会福祉事業の経営者による苦情の解決）  

第八十二条  社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用

者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。  

 

（運営適正化委員会）  

第八十三条  都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保

するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道

府県社会福祉協議会に、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社

会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置く

ものとする。  

 

（運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等）  

第八十四条  運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援

助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利

用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。  

２  福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重し

なければならない。  

 

（運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等）  

第八十五条  運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつ

たときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査する

ものとする。  

２  運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した

者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。  

 

（運営適正化委員会から都道府県知事への通知）  

第八十六条  運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの

利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県

知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。  

 

（政令への委任）  

第八十七条  この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令

で定める。  
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障 第 ４ ５ ２ 号 
社 援 第 １ ３ ５ ２ 号 
老 発 第 ５ １ ４ 号 
児 発 第 ５ ７ ５ 号 
平成 12 年６月７日 

 
（ 一 部 改 正 ） 
雇児発０３０７第１号 

社援発０３０７第６号 

老 発０３０７第 42 号 

平 成 29 年 ３ 月 ７ 日 
 
  都道府県知事 
各 指定都市市長 殿 
  中核市市長 
 

厚生省大臣官房障害保健福祉部長 
厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
厚 生 省 老 健 局 長 
厚 生 省 児 童 家 庭 局 長 

 
 
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について 

 
 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成 12 年６

月７日法律第 111 号)の施行に伴い、社会福祉法第 82 条の規定により、社会福祉事業の

経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解

決に努めなければならないものとされます。 

 そこで、新たに導入される苦情解決の仕組みが円滑に機能するよう、福祉サービスを

提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、苦情解決の体制や

手順等について別紙のとおり指針を作成しましたので、貴管内市町村(指定都市及び中

核市除く)及び関係者に周知をお願いします。 

 なお、当該指針については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言として通知するものです。 

 また、社会福祉法第 65 条の規定により、厚生大臣が利用者等からの苦情への対応に

ついて必要とされる基準を定めることとされたこと等に伴う対応については、児童福祉

法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づく各施設の最低基準の改正等を検討

しているところであり、追って通知する予定です。 

改正後全文 

1 

 

(別紙) 

 

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 

 

(対象事業者) 

 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を経営する者とする。 

 また、上記以外の福祉サービスを提供する者等についても、本指針を参考として、苦

情解決の仕組みを設けることが望まれる。 

  

 

1 苦情解決の仕組みの目的 

 ○ 自ら提供するサービスから生じた苦情について、自ら適切な対応を行うことは、

社会福祉事業の経営者の重要な責務である。 

 ○ このような認識に立てば、苦情への適切な対応は、自ら提供する福祉サービスの

検証・改善や利用者の満足感の向上、虐待防止・権利擁護の取組の強化など、福祉

サービスの質の向上に寄与するものであり、こうした対応の積み重ねが社会福祉事

業を経営する者の社会的信頼性の向上にもつながる。 

 ○ 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決

を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図

ることが重要である。 

 

2 苦情解決体制 

(1) 苦情解決責任者 

   苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。 

 

(2) 苦情受付担当者 

 ○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受

付担当者を任命する。 

 ○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。 

  ア 利用者からの苦情の受付 

  イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録 

  ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報

告 

 

(3) 第三者委員 

   苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応

を推進するため、第三者委員を設置する。 

 ○ 設置形態 
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雇児発０３０７第１号 

社援発０３０７第６号 

老 発０３０７第 42 号 

平 成 29 年 ３ 月 ７ 日 
 
  都道府県知事 
各 指定都市市長 殿 
  中核市市長 
 

厚生省大臣官房障害保健福祉部長 
厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
厚 生 省 老 健 局 長 
厚 生 省 児 童 家 庭 局 長 

 
 
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について 

 
 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成 12 年６

月７日法律第 111 号)の施行に伴い、社会福祉法第 82 条の規定により、社会福祉事業の

経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解

決に努めなければならないものとされます。 

 そこで、新たに導入される苦情解決の仕組みが円滑に機能するよう、福祉サービスを

提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、苦情解決の体制や

手順等について別紙のとおり指針を作成しましたので、貴管内市町村(指定都市及び中

核市除く)及び関係者に周知をお願いします。 

 なお、当該指針については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言として通知するものです。 

 また、社会福祉法第 65 条の規定により、厚生大臣が利用者等からの苦情への対応に

ついて必要とされる基準を定めることとされたこと等に伴う対応については、児童福祉

法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づく各施設の最低基準の改正等を検討

しているところであり、追って通知する予定です。 

改正後全文 

1 

 

(別紙) 

 

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 

 

(対象事業者) 

 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を経営する者とする。 

 また、上記以外の福祉サービスを提供する者等についても、本指針を参考として、苦

情解決の仕組みを設けることが望まれる。 

  

 

1 苦情解決の仕組みの目的 

 ○ 自ら提供するサービスから生じた苦情について、自ら適切な対応を行うことは、

社会福祉事業の経営者の重要な責務である。 

 ○ このような認識に立てば、苦情への適切な対応は、自ら提供する福祉サービスの

検証・改善や利用者の満足感の向上、虐待防止・権利擁護の取組の強化など、福祉

サービスの質の向上に寄与するものであり、こうした対応の積み重ねが社会福祉事

業を経営する者の社会的信頼性の向上にもつながる。 

 ○ 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決

を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図

ることが重要である。 

 

2 苦情解決体制 

(1) 苦情解決責任者 

   苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。 

 

(2) 苦情受付担当者 

 ○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受

付担当者を任命する。 

 ○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。 

  ア 利用者からの苦情の受付 

  イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録 

  ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報

告 

 

(3) 第三者委員 

   苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応

を推進するため、第三者委員を設置する。 

 ○ 設置形態 
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2 

 

  ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活用

できる体制を整備する。 

  イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複数事業所や複数法人

が共同で設置することも可能である。 

 ○ 第三者委員の要件 

  ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。 

  イ 世間からの信頼性を有する者であること。 

 (例示) 

  評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士な

ど 

 ○ 人数 

   第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。その際、

即応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、委員相互の情報交

換等連携が重要である。 

 ○ 選任方法 

   第三者委員は、経営者の責任において選任する。 

 (例示) 

  ア 理事会が選考し、理事長が任命する。 

  イ 選任の際には、運営協議会や利用者等からの意見聴取を行う。 

 

 ○ 職務 

  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

  イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

  ウ 利用者からの苦情の直接受付 

  エ 苦情申出人への助言 

  オ 事業者への助言 

  カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 

  キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 

  ク 日常的な状況把握と意見傾聴 

 ○ 報酬 

   第三者委員への報酬は中立性の確保のため、実費弁償を除きできる限り無報酬と

することが望ましい。ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法により

中立性が客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。 

   なお、かかる経費について措置費等より支出することは、差し支えないものとす

る。 

 

3 苦情解決の手順 

(1) 利用者への周知 
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3 

 

   施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対

して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解

決の仕組みについて周知する。 

 

(2) 苦情の受付 

 ○ 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員も

直接苦情を受け付けることができる。 

 ○ 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、そ

の内容について苦情申出人に確認する。 

  ア 苦情の内容 

  イ 苦情申出人の希望等 

  ウ 第三者委員への報告の要否 

  エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要

否 

 ○ ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を

図る。 

 

(3) 苦情受付の報告・確認 

 ○ 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報

告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をし

た場合を除く。 

 ○ 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。 

 ○ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認

するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。 

 

(4) 苦情解決に向けての話し合い 

 ○ 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情申

出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。 

 ○ 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次によ

り行う。 

  ア 第三者委員による苦情内容の確認 

  イ 第三者委員による解決案の調整、助言 

  ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

  なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができる。 

 

(5) 苦情解決の記録、報告 

   苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確

保される。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。 

2 

 

  ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活用

できる体制を整備する。 

  イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複数事業所や複数法人

が共同で設置することも可能である。 

 ○ 第三者委員の要件 

  ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。 

  イ 世間からの信頼性を有する者であること。 

 (例示) 

  評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士な

ど 

 ○ 人数 

   第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。その際、

即応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、委員相互の情報交

換等連携が重要である。 

 ○ 選任方法 

   第三者委員は、経営者の責任において選任する。 

 (例示) 

  ア 理事会が選考し、理事長が任命する。 

  イ 選任の際には、運営協議会や利用者等からの意見聴取を行う。 

 

 ○ 職務 

  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

  イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

  ウ 利用者からの苦情の直接受付 

  エ 苦情申出人への助言 

  オ 事業者への助言 

  カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 

  キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 

  ク 日常的な状況把握と意見傾聴 

 ○ 報酬 

   第三者委員への報酬は中立性の確保のため、実費弁償を除きできる限り無報酬と

することが望ましい。ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法により

中立性が客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。 

   なお、かかる経費について措置費等より支出することは、差し支えないものとす

る。 

 

3 苦情解決の手順 

(1) 利用者への周知 
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  ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に

記録をする。 

  イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、

必要な助言を受ける。 

  ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及

び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。 

 

(6) 解決結果の公表 

 利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図る

ため、個人情報に関するものを除き、インターネットを活用した方法のほか、「事業

報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 
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社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業 

 

 

第１種社会福祉事業 （第２条第２項） 

 

【１ 生活保護法】 

  ①救護施設、②更生施設、③その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶

助を行うことを目的とする施設、④生計困難者に対する助葬事業 

【２ 児童福祉法】 

  ①乳児院、②母子生活支援施設、③児童養護施設、④障害児入所施設、⑤情緒障害児短期治

療施設、⑥児童自立支援施設 
【３ 老人福祉法】 

  ①養護老人ホーム、②特別養護老人ホーム、③軽費老人ホーム 
【４ 障害者総合支援法】 

  ①障害者支援施設 
【５ 売春防止法】 

  ①婦人保護施設 
【６ 授産施設及び生計困難者に無利子又は低利で資金を融通する事業】 

  ①生活保護法第３８条第５項に規定する授産施設、②社会福祉法第２条に規定する授産施設

（事業授産施設）、③生活福祉資金貸付事業 
 
 

第２種社会福祉事業 （第２条第３項） 

 

【１ 生計困難者に、その住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、

又は生活に関する相談に応ずる事業】  

①無料低額宿泊事業、②宿所提供施設 
【２ 生活困窮者自立支援法】 

①認定生活困窮者就労訓練事業 
【３ 児童福祉法】 

  ①障害児通所支援事業、②障害児相談支援事業、③児童自立生活援助事業、④放課後児童健

全育成事業、⑤子育て短期支援事業、⑥乳児家庭全戸訪問事業、⑦養育支援訪問事業、⑧地

域子育て支援拠点事業、⑨一時預かり事業、⑩小規模住居型児童養育事業、⑪小規模保育事

業、⑫病児保育事業、⑬子育て援助活動支援事業、⑭助産施設、⑮保育所、 
  ⑯児童厚生施設、⑰児童家庭支援センター、⑱児童の福祉の増進について相談に応じる事業 
【４ 幼保連携型認定こども園を経営する事業】 

【５ 母子・父子・寡婦福祉法】 

  ①母子家庭日常生活支援事業、②父子家庭日常生活支援事業、③寡婦日常生活支援事業、 
  ④母子・父子福祉施設 

4 

 

  ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に

記録をする。 

  イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、

必要な助言を受ける。 

  ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及

び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。 

 

(6) 解決結果の公表 

 利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図る

ため、個人情報に関するものを除き、インターネットを活用した方法のほか、「事業

報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 
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【６ 老人福祉法】 

  ①老人居宅介護等事業（訪問介護）、②老人デイサービス事業（通所介護）、③老人短期入所

事業（短期入所生活介護）、④小規模多機能型居宅介護事業、⑤認知症対応型老人共同生活援

助事業（グループホーム）、⑥複合型サービス福祉事業、⑦老人デイサービスセンター、⑧老

人短期入所施設、⑨老人福祉センター、⑩老人介護支援センター 
【７ 障害者総合支援法】 

  ①障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介

護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援、共同生活援助、多機能型、一体型指定共同生活介護事業所等、特定基準該当障害福祉サ

ービス）、②一般相談支援事業、③特定相談支援事業、④移動支援事業、⑤地域活動支援セン

ター、⑥福祉ホーム 
【８ 身体障害者福祉法】 

  ①身体障害者生活訓練等事業、②手話通訳事業、③介助犬訓練事業、④聴導犬訓練事業、⑤

身体障害者福祉センター、⑥補装具製作施設、⑦盲導犬訓練施設、⑧視聴覚障害者情報提供

施設、⑨身体障害者の更生相談事業 
【９ 知的障害者福祉法】 

  ①知的障害者の更生相談事業 
【10 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施

設を利用させる事業】 

【11 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業】 

【12 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利

用させる事業】 

【13 隣保事業】 

   隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域

における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うもの。 
【14 福祉サービス利用援助事業】 

   日常生活自立支援事業 
【15 上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業】 

 
社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス  

 

  ①有料老人ホーム、②介護老人保健施設、③認可外保育施設、④共同作業所、⑤非営利有償

ホームヘルプ実施団体、⑥緊急一時保護事業、⑦民間事業者による入浴サービス、⑧休養ホ

ーム、⑨食事サービス、⑩移送サービス、⑪その他（高齢者共同住宅、サービス付き高齢者

向け住宅、通所リハビリテーション、医療機関のデイケア） 
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【６ 老人福祉法】 

  ①老人居宅介護等事業（訪問介護）、②老人デイサービス事業（通所介護）、③老人短期入所

事業（短期入所生活介護）、④小規模多機能型居宅介護事業、⑤認知症対応型老人共同生活援

助事業（グループホーム）、⑥複合型サービス福祉事業、⑦老人デイサービスセンター、⑧老

人短期入所施設、⑨老人福祉センター、⑩老人介護支援センター 
【７ 障害者総合支援法】 

  ①障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介

護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援、共同生活援助、多機能型、一体型指定共同生活介護事業所等、特定基準該当障害福祉サ

ービス）、②一般相談支援事業、③特定相談支援事業、④移動支援事業、⑤地域活動支援セン

ター、⑥福祉ホーム 
【８ 身体障害者福祉法】 

  ①身体障害者生活訓練等事業、②手話通訳事業、③介助犬訓練事業、④聴導犬訓練事業、⑤

身体障害者福祉センター、⑥補装具製作施設、⑦盲導犬訓練施設、⑧視聴覚障害者情報提供

施設、⑨身体障害者の更生相談事業 
【９ 知的障害者福祉法】 

  ①知的障害者の更生相談事業 
【10 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施

設を利用させる事業】 

【11 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業】 

【12 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利

用させる事業】 

【13 隣保事業】 

   隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域

における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うもの。 
【14 福祉サービス利用援助事業】 

   日常生活自立支援事業 
【15 上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業】 

 
社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス  

 

  ①有料老人ホーム、②介護老人保健施設、③認可外保育施設、④共同作業所、⑤非営利有償

ホームヘルプ実施団体、⑥緊急一時保護事業、⑦民間事業者による入浴サービス、⑧休養ホ

ーム、⑨食事サービス、⑩移送サービス、⑪その他（高齢者共同住宅、サービス付き高齢者

向け住宅、通所リハビリテーション、医療機関のデイケア） 
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福祉サービスに関する苦情解決
ふ く  し か ん く　 じょう か い   け つ

氏名
し　めい

氏名
し　めい

氏名
し　めい

役職
やくしょく

氏名
し　めい

氏名
し　めい

氏名
し　めい

氏名
し　めい

役職
やくしょく

でん　わ

電話
（　 ） 氏名

し　めい でん　わ

電話
（　 ）

氏名
し　めい でん　わ

電話
（　 ） 氏名

し　めい でん　わ

電話
（　 ）

氏名
し　めい

でん　わ

電話
（　 ） 氏名

し　めい
でん　わ

電話
（　 ）

電話：0857（59）6335　FAX：0857（59）6340       
http://www.tottori-wel.or.jp

〒689-0201　鳥取市伏野1729-5（鳥取県立福祉人材研修センター内）

▼こちらでもご相談をお受けします。
そう だん う

とっ とり し　   ふし  　   の

でん　 わ

とっ とりけんりつ ふく し じんざいけんしゅう　　　　　　　　　 ない

社会福祉法人  鳥取県社会福祉協議会  鳥取県福祉サービス運営適正化委員会
しゃ かい ふく し　ほう じん とっ とり けん しゃ かい ふく し きょう ぎ かい とっ　とり　けん　ふく　 し　　　　　　　　　　　　　うん　えい　てき　せい 　 か　　い 　いん　かい

事 業 所 名
  じ　　　 ぎょう　     しょ　　　　めい　

苦情受付担当者
く　じょう うけ　つけ　たん　とう　しゃ

苦情解決責任者
く　じょう かい　けつ　せき　にん　しゃ

　 中 立 の

第 三 者 委 員
だい      さん     しゃ　　  い　　 いん

ちゅう      りつ

福祉サービスを安心して利用するため
疑問や不安を感じている方はお気軽に下記へご相談ください。
福祉サービスを安心して利用するため
疑問や不安を感じている方はお気軽に下記へご相談ください。
福祉サービスを安心して利用するため
疑問や不安を感じている方はお気軽に下記へご相談ください。

ふ く  し

ぎ  も ん ふ  あ ん か ん か た き  が る そ う だ んか 　 き

あ ん し ん り  よ うふ く  し

ぎ  も ん ふ  あ ん か ん か た き  が る そ う だ んか 　 き

あ ん し ん り  よ う

相談無料
そ う だ ん　 む  りょう

相談無料
そ う だ ん　 む  りょう

秘密厳守
ひ 　 み つ げ ん し ゅ

秘密厳守
ひ 　 み つ げ ん し ゅ

（鳥取県運営適正化委員会）福祉サービスに関する苦情解決ポスター
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福祉サービスに関する苦情解決取扱要綱（規程）〔例〕
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（苦情の報告・確認）

第13条
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法 人 ・ 事 業 所 情 報 

（第三者委員を依頼された法人・事業所の情報を記載してご利用ください。） 

 

法 

人 

・ 

事 

業 

所 

名 

法 人 名： 

事業所名： 

 

住  所： 

 

Ｔ Ｅ Ｌ：            Ｆ Ａ Ｘ：     

苦 

情 

受 

付 

担

当

者 

氏  名 連絡先／役職等 

 

 

苦 

情 

解 

決 

責

任

者 

氏  名 連絡先／役職等 

 

 

 

第 

 

三 

 

者 

 

委 

 

員 

 

氏  名 連絡先／役職等 
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法 人 ・ 事 業 所 情 報 

（第三者委員を依頼された法人・事業所の情報を記載してご利用ください。） 

 

法 

人 

・ 

事 

業 

所 

名 

法 人 名： 

事業所名： 

 

住  所： 

 

Ｔ Ｅ Ｌ：            Ｆ Ａ Ｘ：     

苦 

情 

受 

付 

担

当

者 

氏  名 連絡先／役職等 

 

 

苦 

情 

解 

決 

責

任

者 

氏  名 連絡先／役職等 

 

 

 

第 

 

三 

 

者 

 

委 

 

員 

 

氏  名 連絡先／役職等 
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◎本ハンドブックの作成に当たり、以下の文献を参考にさせていただきました。 

 

 １ 社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 

（平成 29年 3月 厚生労働省） 

２ 第三者委員活動ハンドブック（平成 26年 3月 滋賀県運営適正化委員会） 

３ 福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き 

（平成 30年 3月 鳥取県福祉サービス運営適正化委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービスにおける苦情解決 

第三者委員ハンドブック 

 

平成３１年３月 

 

鳥取県福祉サービス運営適正化委員会 

（社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会） 

 

〒689-0201 鳥取市伏野 1729-5 

（鳥取県立福祉人材研修センター内） 

  TEL  (0857)59-6335  FAX  (0857)59-6340 

E-mail  unei-t@tottori-wel.or.jp 

ＨＰ    http://www.tottori-wel.or.jp 

 

 


